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電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
電
波
の
有
効
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
電
波
利
用
料
の
使
途
の
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
波
利
用
料
の
使
途
と
し
て
、
市
町
村
等
が
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
、
消
防
・
救
急
無
線
な
ど
の
人
命
又
は
財
産

の
保
護
の
用
に
供
す
る
無
線
設
備
に
よ
る
無
線
通
信
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
な
ど
電
波
の
能
率
的
な
利
用
に
資
す
る
技

術
を
用
い
た
無
線
設
備
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
技
術
を
用
い

た
無
線
設
備
の
整
備
の
た
め
の
補
助
金
の
交
付
を
追
加
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


